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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２６年１２月４日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 乗揚（定置網） 

発生日時 平成２６年５月１７日 ２２時３５分ごろ 

発生場所 三重県志摩市麦埼南東方沖 

 麦埼灯台から真方位１２４°１,７４０ｍ付近 

 （概位 北緯３４°１４.３′ 東経１３６°５１.８′） 

事故調査の経過  平成２６年６月５日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

砂利採取運搬船 第十八新幸
しんこう

丸、４９８トン 

１３４２０８、新岡建設海運株式会社 

 ６８.７８ｍ×１３.５０ｍ×７.００ｍ、鋼 

 ディーゼル機関、１,４７１kＷ、平成１１年７月１５日 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ６５歳 

 三級海技士（航海） 

  免 許 年 月 日 平成８年１１月２０日 

  免 状 交 付 年 月 日 平成２２年３月１８日 

  免状有効期間満了日 平成２７年６月２日 

甲板員 男性 ６０歳 

 死傷者等 なし 

 損傷 本船 プロペラ翼の曲損等 

定置網 箱網、身網、ロープに切損 

 事故の経過  本船は、船長及び甲板員ほか２人が乗り組み、船首約３.３０ｍ、

船尾約４.９５ｍの喫水で、麦埼南東方沖を自動操舵により針路約

２２０°（真方位）に定め、対地速力約１０ノットで、大分県津久見

市津久見港へ向けて南西進中、船長が、船橋で当直に当たり、北西の

風が吹いて時化
し け

ていたので、ふだんより陸岸寄りを航行していた。 

船長は、平成２６年５月１７日２１時００分ごろ甲板員が昇橋した

ので、何かあったらすぐに起こすように命じ、船橋の左舷側後部の長

椅子で仮眠をとった。 

 甲板員は、双眼鏡を用いて見張りを行っていたところ、船首方に点

滅している複数の灯光を認め、しばらく観察してから船長を起こし

た。 
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 本船は、起こされた船長が、船首方の灯光を認め、機関を減速し、

左舵を取ったものの、２２時３５分ごろ麦埼南東方沖に設置された定

置網（以下「本件定置網」という。）に乗り揚げた。 

 船長は、機関が停止したので本件定置網に乗り揚げたことを知り、

海上保安庁に連絡を行い、引船を手配し、風も潮流も弱かったので、

錨を入れずに待機していたところに海上保安庁の巡視船が来援した。

本船は、１８日０７時００分ごろ本件定置網の所有会社の船が来援

し、絡んだロープ類を外して引き出され、１４時１０分ごろ、引船に

よって三重県志摩市の浜島港へえい
．．

航された。 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 北西、風力 ４ 

海象：波向 北西、波高 約１ｍ、潮汐 下げ潮の初期 

 その他の事項  船長は、本事故海域を何度も航行したことがあり、本件定置網の存

在を知っていたが、甲板員には伝えておらず、甲板員は本事故海域を

航行するのが初めてであった。 

 本件定置網は、網の周囲に夜間点灯する灯浮標が１４個、レーダー

リフレクタが７個設置されており、網の形状に沿って海面上に黄色の

浮子が多数設置されていた。 

 船長は、本船のＧＰＳプロッターに本件定置網が表示されており、

本船の本事故海域付近の海図には、本件定置網が記載されていたもの

の、コースラインが引かれておらず、本事故後、甲板員へ、定置網の

存在を伝え、コースラインを引いて針路を明示しておくべきであった

と思った。 

 甲板員は、本件定置網の灯光を視認した際、まだ大丈夫だと思い、

少し様子を見た後に船長を起こしたので、本事故後、すぐに船長を起

こすべきであったと思った。 

本州南・東岸水路誌によれば、布施
ふ せ

田
だ

水道及び付近の針路法につい

て、以下のように記述されている。 

 針路法 この水道は付近に険礁が多く、また、水道の東口は定置網

が張り出しているので、特に夜間の通航は十分な注意を要する。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

なし 

 本船は、麦埼南東方沖を南西進中、船長が、単独で船橋当直に就く

ために必要な海技資格を有していない甲板員に当直を任せ、船橋で仮

眠をとり、操船指揮を執っていなかったことから、甲板員が本件定置

網の灯光を認めて船長を起こし、船長が機関を減速して左舵を取った

ものの、本件定置網に乗り揚げたものと考えられる。 

原因  本事故は、夜間、本船が、麦埼南東方沖を南西進中、船長が、単独

で船橋当直に就くために必要な海技資格を有していない甲板員に当直
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を任せ、船橋で仮眠をとり、操船指揮を執っていなかったため、甲板

員が本件定置網の灯光を認めて船長を起こし、船長が機関を減速して

左舵を取ったものの、本件定置網に乗り揚げたことにより発生したも

のと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・海図にコースラインを引いて、針路を明示すること。 

・航行中は、定期的に船位を確認すること。 

 


